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※進行を一部変更する場合がありますので，あらかじめご了承ください。 
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特定適格消費者団体 消費者支援機構関西（KC's)の活動 

～主として少額被害回復について 
２０２２．１．２５ 

被害回復検討委員長・理事 
弁護士 五條 操 

 
● ２００５年，消費者団体訴訟の担い手となることを目的に設立 
● ２００７年適格消費者団体，２０１７年特定適格消費者団体に認定 
● 経常収益１５２０万円，経常費用１１４８万円，正味資産４３６３万円（２

０２０年実績1） 
● 特定適格団体としての活動 

・ ２０２２年１月現在訴訟実績はない。 
・ 景表法違反の措置命令等を受けた事業者（不実告知等，契約取消原因を

伴っていると思われるもの）に対する被害回復の働きかけ 
→ 対象消費者に対する事業者からの通知→任意の返金を求め，返金実績等  

について報告を受ける 
● 事業者と交渉し，裁判外で任意に返金を求める方式 
【メリット】 

・ 対象者への通知が容易 
 ※ 現行法上対象者への通知・公告義務は団体が負担。ただし消費者裁

判手続特例法等に関する検討会報告書2（以下「検討会報告書」という。）
において，団体の負担軽減の方向性が提示3 

・ 返金等の作業を事業者が行うため，団体側のコストが押されられる 
→ 少額・大量被害に対する対応が容易に 
 ※ 現行法上，共通義務確認訴訟上の和解の範囲は限定的。ただし検討

会報告書において，和解の柔軟化の方向性が示唆4 
・ 対象消費者に費用負担なし 

 
【デメリット】 

・ 任意の手続であり事業者の協力が必須／事業者の誠実性や行政処分等に

                         
1 なお，同じく団体訴訟制度の訴権団体（「適格都道府県センター」）である
（公財）大阪暴力追放推進センターの２０２０年度の財務状況は，経常収益
９８５０万円，経常費用９７８６万円，正味資産２４億円である。 
2 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materia
ls/review_meeting_003/assets/consumer_system_cms201_211008_01.pdf 
3 報告書２２頁以下 
4 報告書１７頁以下 
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対する見解により返金実績が左右 
・ 行政処分の根拠となった資料開示が十分ではなく，処分や反論の根拠と
なる資料へのアクセスが十分ではない 

 ※ 特商法及び預託法違反事例についての情報開示制度の創設（２０２１
年法改正5） 

 ※ 団体自身に根拠となる資料の開示請求権がないこと（参照：景表法７
条２項等） 

・ 活動を行った団体側に報酬を受領する機会がない 
 → 団体の持続可能性に支障 

 
【ケース１】 
葛の花イソフラボンを原料とする健康食品販売会社への措置命令を契機と

する返金請求活動 
（経過） 
● ２０１７．１１ 消費者庁，上記販売会社１６社に対する措置命令6（優良

誤認） 
１６社は、それぞれ、あたかも、対象商品を摂取するだけで、誰でも容易

に、内臓脂肪（及び皮下脂肪）の減少による、外見上、身体の変化を認識で
きるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

● ２０１７．１２ 上記１６社に対する照会文書発送 
● ２０１８．３ 対象者全員に対する自主的返金済みの１社を除く１５社に

対し，以下の内容を求める文書を発送7 
（１）措置命令の対象となった表示により対象商品を購入した消費者に対し
て 
 ① 返金を求めることができる旨の通知をするとともに、消費者からの返

金申し出に応じること。 
 ② 消費者の負担が少ない返金方法を提供すること。 
（２）当団体に対し（１）にかかる返金の実施状況について定期的に報告す
ること。 

● １５社中１２社が当団体への報告に応じた 
  返金実績 ２０２０年３月６日現在  合計１６,５６６名8 
● 報告のあった各社の返金率（返金された購入者数÷購入した総人数）は，

                         
5 なお，景品法事法上の処分に関し作成された資料の消費者団体への提供は特
例法検討会で議論となったが「将来的な検討課題」とされた。報告書２９頁 
6 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pd
f/fair_labeling_171107_0001.pdf 
7 http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000723 
8 http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000986 
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０から４６.２パーセントまでの間に，それぞれで異なっていた。そのため，
通知広告方法等についてのアンケートを実施9。 

 
【ケース２】 
健康食品の定期購入事業者に対する返金請求活動 
「初回１００円モニターコース」等の方法により１袋１００円で商品を購入

できるかのごとく誤認させて消費者を勧誘。実際には２１袋３９，２００円の
購入が必要であった。 
● ２０２０年６月 適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク，「初回１
００円」等の表示について，景表法上の有利誤認に該当するとして差止請求10 
● 同月，同社から指摘のあった表示について停止したとの回答11 
● ２０２０年８月 当団体，健康食品の「初回モニター１００円コース」に
ついて，消費者が総額１００円で商品を購入できるとの誤認を与えるとして，
返金等を求める申入れ文書を発送12。 
● ２０２０年１０月 同社解散の公告（ただし同社ＨＰ等では公表されず。） 
● ２０２０年１１月 解散公告の事実に触れることなく，当団体への回答を
事実上先延ばしにする連絡 
● ２０２０年１２月 同社の解散公告の事実について，ＫＣ’ｓのＨＰ上で
公表，債権届出等について紹介13 
● ２０２１年２月３日 事業者清算結了登記 
 
（問題点） 
● 回収可能性が不明 
 ・ 事業者の支払能力 
 ・ 事業者の財産等の所在が不明であり，任意に履行しない場合，強制執行

に困難が予想された 
● 反面，簡易確定手続に移行した場合，問合対応等の事務負担が大量になる

ことが予想 
● 単価の問題から仮に回収が実現しても，消費者からの報酬受領に限界があ

る（典型的な被害単価は３９，２００円。ガイドラインによる費用額の上限
目安は５０％）。 

 
● 検討会報告書による対応案 

                         
9 http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000995 
10 http://kccn.jp/20200624fansoru-sasitome.pdf 
11 http://kccn.jp/20200630fansoru-kaitousho.pdf 
12 http://www.kc-s.or.jp/upload/f10001014_1.pdf 
13 http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001052 
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・ 簡易手続き開始申立義務の柔軟化14 
・ 指定法人の業務代行による特定適格団体の負担軽減15 

   特定適格団体数を増やすためにも簡易確定手続き事務の一部の外部化
は必要 

 → しかし，事務コストが消滅するわけではない。 
   現状で，特定適格団体のボランティア的活動により賄われていたコスト

が外部化により現実化すると，かえって支払いが困難となる＝指定法人に
よる業務代行を利用できない事になりかねない 

 
● 本制度活用（とりわけ少額被害の場合）のため，考えうる対応策 

・ 共通義務確認訴訟に勝訴した場合の事業者側への費用転嫁の促進 
・ オプトアウト方式による被害回復制度の導入（対象者が権利行使しなか
った消費者の被害相当額について，被害回復活動の原資となるような手当） 

・ 一部の少額被害について，個別被害者への賠償を前提としない制度（代
替的な被害救済等）の導入 

・ 簡易確定手続その他本制度に関する公的扶助（リーガル・エイド） 
検討会報告書では，被害回復活動の公益性について正当に評価されてい

る。その反面，活動の公益性を公的な財政面から支えるという姿勢に乏し
い。 

  ※ 景表法課徴金等が被害回復制度の原資となるような仕組みの導入 
以上 

 

                         
14 報告書３１頁以下 
15 報告書３８頁 
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実効性ある消費者契約法改正を実現しよう

「消費者契約に関する検討会」の提案
消費者・事業者・専門家に

よる検討結果！

不当な契約の取消し

検討会が提案した改正事項は、消費者・事業者双方の関係当事者による検討の結果であり、
不十分点はありますが、いずれも少なくとも改正されなければならない必須のものです。
提案される法案が、検討会の提案内容を漏らさず反映しているかを吟味し、
消費者の期待に応える改正を実現させましょう！ （2022.1.25 弁護士 野々山宏）

①脱法防止規定

規定に形式的には該当しない脱法
的な不当勧誘行為もカバーして取り
消すことができる規定を設ける。

②心理状態に着目した取消権

検討時間の制限、長時間勧誘などに
よって消費者の判断が歪められた場
合に取消権を認める。

③判断力不足に着目した取消権

判断力の低下した消費者が、生活に
支障を及ぼすような契約をした場合
に取消権を認める。

不当な契約条項

④サルベージ条項の無効

「法律上許される限り」等の不明確な文
言による免責を無効とする。

⑤権利を放棄するものとみなす条項

消費者の不作為等をもって所有権等を
放棄するものとみなす条項を不当条項
として例示する。

⑥高額なキャンセル料条項への対応

不当性の考慮要素の列挙、キャンセル
料条項についての説明義務、訴訟上事
業者に算定根拠等を明らかにさせる規
律（積極否認の特則）の導入等

その他の提案

⑦消費者の解除権行使につ
いての情報提供義務

⑧消費者のために差止請求
を行う適格消費者団体に対す
る契約条項の開示義務

⑨消費者に対する情報提供
における考慮要素としての
「年齢」の明示
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